
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用
具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について」第２の２（７）⑧ 

 
⑧ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院等）間の移送や、通所サービス・短期

入所サービスの事業所から目的地（病院等）への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所
が行うことを条件に、算定することができる。なお、この場合、通所サービスについては利用者宅と事業所と
の間の送迎を行わない場合の減算（以下の具体的取な取扱いにおいて「送迎減算」という。）が適用となり、短
期入所サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できない。  

〔具体的な取扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業所の通院等乗降介助を利用すること
を条件に算定する。具体例は以下のとおり 

 
ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用し

て居宅へ帰る場合 通所介護事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、通院等乗
降介助を算定できる。  
・居宅  

↓  
・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用  

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（２回目）  
・居宅  
 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して通所介護
事業所へ行く場合 居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、通院等乗
降介助を算定できる。  
・居宅  

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（２回目）  
・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用  

    ↓  
・居宅  
 
ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を

利用して居宅へ帰る場合 居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の３
回について、通院等乗降介助を算定できる。  
・居宅  

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（２回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（３回目）  
・居宅 


